
《令和８年７月～令和８年10月　検針分に適用》

13 20

（ １か月につき ）

下水道を使用されますと、下水道使用料が加算されます。
月の中途で水道を開始したり、中止した場合は、基本料金が日割り計算となるためにこの式では計算できません。

料　　金

1立方メートルから 8立方メートルまで 10円

8立方メートルを超え 20立方メートルまで 137

水 道 料 金 表
　　料金は、次の表により算定した額に１００分の１１０を乗じて得た額（１円未満切り捨て）とする。

用
　
途

料　　　　　　　　　金　（　１か月につき　）

基　　本　　料　　金
(    ８０  ％  減  免   )

従 量 料 金 （ １ 立 方 メ ー ト ル に つ き ）

メ ー タ ー
の 口 径

料 金
メーター
の口径

水　　　　　　量

一

般

用

ミ
リ

メ
ー

ト

ル

及

び

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

20立方メートルを超え 30立方メートルまで 164

25 ミ リ
メ ー ト ル

162円　 

308円　 
30立方メートルを超え 50立方メートルまで 193

50立方メートルを超え 100立方メートルまで 251

30 ミ リ
メ ー ト ル

472円　 100立方メートルを超え 1000立方メートルまで 335

40 ミ リ
メ ー ト ル

708円　 1000立方メートルを超えるもの 280

50 ミ リ
メ ー ト ル

1,556円　 1立方メートルから 20立方メートルまで 156

75 ミ リ
メ ー ト ル

2,724円　 
25

20立方メートルを超え 30立方メートルまで 164
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
上

200 ミ リ
メ ー ト ル

13,100円　 
100立方メートルを超え 1000立方メートルまで 335

1000立方メートルを超えるもの 280

100 ミ リ
メ ー ト ル

4,108円　 30立方メートルを超え 50立方メートルまで 193

150 ミ リ
メ ー ト ル

8,220円　 50立方メートルを超え 100立方メートルまで 251

特 別 用  1立方メートルにつき 335

水 道 料 金 速 算 式

口 径 13mm ～ 20mm 口 径 25mm 以 上

浴 場 用

60立方メートルを超え 100立方メートルまで 30

100立方メートルを超え 200立方メートルまで 40

200立方メートルを超えるもの 45
800円　 

 60㎥まで

8㎥まで 　10円×使用水量+ 162円 20㎥まで 156円×使用水量＋基本料　　　

8㎥を超え20㎥まで 137円×使用水量- 854円 20㎥を超え30㎥まで 164円×使用水量- 160円 +基本料

164円×使用水量- 1,394円 30㎥を超え50㎥まで 193円×使用水量- 1,030円 +基本料

+基本料

50㎥を超え100㎥まで 251円×使用水量- 5,164円 100㎥を超え1000㎥まで 335円×使用水量- 12,330円 +基本料

30㎥を超え50㎥まで 193円×使用水量- 2,264円 50㎥を超え100㎥まで 251円×使用水量- 3,930円

13 ミ リ
メ ー ト ル

20 ミ リ
メ ー ト ル

　上記表にて得た金額に１００分の１１０を乗じて得た額（１円未満切り捨て）とします。

100㎥を超え200㎥まで 　40円×使用水量- 2,000円
200㎥を超えるもの 　45円×使用水量- 3,000円

+基本料

1000㎥を超えるもの 280円×使用水量+ 41,436円
浴場用

60㎥を超え100㎥まで 　30円×使用水量- 1,000円

100㎥を超え1000㎥まで 335円×使用水量- 13,564円 1000㎥を超えるもの 280円×使用水量+ 42,670円

20㎥を超え30㎥まで


